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l・はじめに  1・ち⊆Ⅳ，極∈月  

通常の提携形ゲームにおいて各プレイヤーの意思決 2・ちnlち＝¢，坤≠9   

基づいて，   

ような軌‥β→Rrを拡張r  
表  

分割であるアレンジメントによって表すことができる．   U（y）＝（項y），…，町（y））  
項y）＝0∀p∈月β・f・ち＝¢   

もミ二  

ントに制限を設けない場合の解を新たに提案し，その 下ではr代替案ゲームについての議論にとどめる．  
公理的特徴づけを明らかにする・また，r代替案ゲーム 3．Bolgerの解 
の－般化として・拡張γ代替案ゲ∵ムを提案し・その r代替案ゲームの解とは，プレイヤー集合Ⅳ，代替   一 

る・  

まず，r代替案ゲームを定義する．複数のプレイヤー を選択したときに，各プレイヤーが得られると期待さ  
が存在して，各プレイヤーが選択できる代替案が複数 れる値を定めるルール，すなわち，Axぢ→Rれで表  
ある状況について考える．プレイヤーの集合をⅣ＝ される関数である．r代替案ゲームの解の代表的なもの  生e空  

ら  

たた  

の集合への分割を考えればよく，本論文ではそれを【1】解として次のように定義した．  
と同様にアレンジメントと呼ぶ．   
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写像㌍用いて定義される・  
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2・ち∩ろ＝¢，坤≠9  

ァ体の集合を。と表す．各プレイヤ＿   

まるものとすると，次のような関数が定義される．  

誌  

ん  

定義2次式を満たすような開削：A→Rrをγ代替 
をβ狛）として次式のように定義する・  

案ゲームという・ 
昭γ）  

（1 
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＝引告罪悪指 ｛酵卜硝Z））｝・  

i∈gp j≠p   

志      代替案ゲームの全体をぢで表す．  
また，いずれの代替案も選択していないプレイヤー 献度の期待値（重み和）をとっている・  

がいる状況を考えると次のようなプレイヤー集合の族。長島誌妄謝写誉詣忘冒芸とょ完芸濃ヂ韻男    が考えられる・          ち 
一般のアレンジメントに対する解を定義するために  

定義3次の性質をみたすy＝（れ，…，隼）をⅣに対 次のようなサブゲームを用いた．γをγ代替案ゲーム，  
するr僧案間の部分アレンジメント・あるいは単に部  
分アレンジメントとよぶ．  謂王墓忘若君k感艶習ゎ妄2きき雲ヒ  
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トをrとするγ代替案ゲームγのサブゲーム堵は次式 これを規格化する必要がある■このZ有効性は，提携  
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㌫至覧㌫王      配β 
i（Z；γ）は次のように定義される．   

；，  
β壷（Z；γ）＝好（堵）で定義される・ アレンジメントZに対してプレイヤー盲が受ける利得   

芸芸・：i（完∑慧デ慧ご≡；ニ警  

旨姦詣ヒ塾筐讐鮎芸詫言ろご￥蒜こ錆完笠島己霊諾㌢霊雫言芸アあれば・すべて？豆∈ちに  
配法をr代替案ゲームの解として提案した・  公理2（加重線形性）z■∈Aにおいて宜∈ちとする・   
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定理1γをγ代替案ゲームとする・壱∈ちであるよう 公理3（対称性）任意のZ∈A，咋Ⅳ，Jに対して  
なアレンジメントZ∈Aに対して，Bolgerの解は ゃ‘（Z；γ）＝‰（i）（JZ；J〃）が成り立つ・  
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4．限界貢献度に基づく新しい解とその公理化   く限界貞献度の概念を導入した・各プレイヤーへの利   

プレイヤー慮の値を評価することが考えられる．すな参考文献 
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